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■ 意見集計結果 

 

 平成 29 年 12 月１日から平成 30 年１月９日までの間，つくば市男女共同参画推進

基本計画（2018～2022）(案）について，意見募集を行った結果，５人（団体を含む）か

ら 21 件の意見の提出がありました。これらの意見について，適宜要約した上，項目

ごとに整理し，それに対する市の考え方をまとめましたので，公表します。    

 

 提出方法別の人数は，以下のとおりです。 

提出方法 人数（含む団体） 

  直接持参           ０  人 

  郵便           ０  人 

  電子メール           ０  人 

  ファクシミリ           １  人 

  電子申請           ４  人 

     合 計           ５  人 

 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 

○  第２章 男女共同参画を計画の策定にあたって について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

Ｐ9（1）世界の動きに次のこと

を書き加えてほしい。 

平成 27 年（2015 年）国連の秋

の総会で「我々の世界を変革する

：持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」（2030 アジェンダ）

を採択。ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）は 17 のすべての目標に

ジェンダーの視点を主流化。 

＊2030 アジェンダの前文と宣

言で，「ジェンダー平等及び少女

のエンパワーメントは，すべての

目標とターゲットの進展に死活

的に重要」と位置付けられた。こ

れから５年間の男女共同参画推

進の基本計画策定にあたり，国連

の動きは大事だと思う。 

 

  １件 

 

御意見の内容の趣旨を踏まえ，

「(1)世界の動き」に追記します。 

（修正の内容参照） 
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○  第３章 計画の基本理念 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

基本理念の性差別の禁止につ

いて。 

現在つくば市の中学校では，男

女別の制服を着用させられてい

るが，違和感を耐えている子もい

ると思う。性差を社会から強制さ

れるべきではない。小学校と同じ

く，服装を選ぶ自由を子供に与え

るのか，服装を強制するなら，も

っと柔軟な発想をしてほしい。前

時代的発想を捨て，改めるべきと

ころは勇気をもって改めること

こそが，基本理念に挙げられてい

ることだと思う。 

 

１件 

 

御意見の趣旨は，今後施策を検討す

る上での参考とさせていただきます。 

なお，制服の着用については各学校

において個別の対応をしており，女子

生徒がスラックスを選択する例や，ジ

ャケットのみ指定している学校もご

ざいます。 

 

 

 

○  第４章 施策の展開 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

基本計画全体として「広報，周

知と啓発」が一番重視されている

ように見えるが。それよりも具体

的な施策が重要ではないか。具体

的施策の項目をもっと充実させ

てほしい。例えば，保育園や学童

保育・学童クラブの十分な設置と

内容の充実，市立幼稚園の３年保

育の実施，ひとり親家庭への援助

や，介護の負担軽減の施策，長時

間労働をなくすための対策など。 

 

１件 

 

P4 にお示ししているとおり，本計画

は，「子ども・子育て支援プラン」や

「高齢者福祉計画」などの個別の計画

と連携しており，例示していただいた

具体的施策は，それぞれの計画で推進

してまいります。 

市職員の人材育成や労働時間に関

する計画等は,脚注に追記いたしま

す。 

（修正の内容参照） 

 

 

  2 

 

年１回開催している「男・女の

つどい」男女共同参画推進会議に

おいて，「つくば市男女共同参画

社会基本条例」第９条の年次計画

書の作成と公表，第 11 条で男女

共同参画の推進をしている事業

所を表彰などで推進を図ってい

くことも必要ではないか。 

 

１件 

 

今後，男女共同参画会議を実施する

上での参考とさせていただきます。 
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  3 

 

男女共同参画室の実施するセ

ミナーの内容が，必ずしも男女共

同参画に必要ではないものもあ

る。色々なことをたくさんやるよ

りも，中身のある，求められてい

る内容のものをしっかりやるこ

とが大事で，数をたくさんやる必

要はない。 

 

１件 

セミナーの内容は，セミナー実施後

のアンケートなどを踏まえ，引き続き

充実に努めてまいります。 

 

 

 

  4 

男女共同参画の意識向上のた

め，またつくば市は男女ともに働

きやすい・生活しやすい先進的な

街というイメージアップのため

に，全戸配布の資料（例：つくば

市報の中でコラム的に）に以下Ａ

～Ｃの内容を盛り込んではどう

か。 

パブコメ資料（ｐ.21～28）に

あったデータを元に 

Ａ.家事・育児・介護・看護に

ついて男女や世代の認識の差が

分かるデータ提示をする 

Ｂ.男女それぞれの目線で不公

平と感じる「あるある」問題を取

り上げて，深掘りする 

Ｃ.ワークライフバランスや育

児や介護看護へ協力的な取り組

みに積極的な事業者の紹介 

 

１件 

男女共同参画の取組や様々な情報

を紹介するため，年４回「男女共同参

画だより」を作成し，公共施設での配

布や，ＨＰへの掲載など，啓発に努め

ております。今後は，全戸配布してい

る「広報つくば」などの情報媒体も活

用することについて，検討してまいり

ます。 

 

  5 

教育の場では，子どもと親が一

緒に考えられるような資料の配

布や取組みを望む。子どもが自分

の家庭で家事などの役割分担は

どうであるかを親と一緒に認識

して，互いにそれについてどう思

うかを話しあったりする機会を

作ることで，男女共同参画の意識

を家庭からも高めることができ

るのではと思う。 

 

 １件 

これまでも，男女共同参画につい

て，親子で考えるきっかけとなるよ

う，つくば市男女共同参画推進標語

「愛ことば」に親子の部を設け，市内

の全小学生を対象に募集し，たくさん

の作品を応募していただいておりま

す。これからも，家庭で男女共同参画

の意識を高められるよう，施策を実施

してまいります。 

 

  6 

基本目標 1（2）教育の充実 の

項目で「最も男女平等の環境が整

 

 １件 

本記述は，つくば市男女共同参画に

関する市民意識調査の結果に基づい
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っていると思われている・・」と

あるが，誰が思っているのか，本

当にそうなのか疑問。確かに一般

社会より平等かもしれないが，曖

昧な書き方になっているので，も

っときちんとした書き方をして

ほしい。また，後段の「その後の

社会や家庭に引き継がれるよう

に・・」もおかしい。引き継がれ

ないのは教育に問題があるので

はなく，社会の仕組みや家庭の置

かれている状況の問題が大きい

のではないか。 

更に教育現場における教師の

男女平等やワークライフバラン

スなどの問題は無いのか。 

ております。しかし，分かりにくい表

現であったため，文言を追加修正いた

します。 

（修正の内容参照） 

 

また，御意見のとおり，社会の側の

変化も必要であり，そのための施策は

本計画に含まれていると考えます。 

男女平等やワークライフバランス

は，教育現場も含め重要な課題とし

て，これからも取り組んでまいりま

す。 

  7 

 

教育の場における世界のジェ

ンダー平等で，日本は 74 位（144

か国中）です。≪健康は 1位/144

か国中≫ですから，男女平等の環

境が整っていると思われている

学校教育の場が，という表現にな

るかと思う。小学校，中学校で性

教育や労働・男女平等・人権教育

など，人として成長できる一貫し

た教育プログラムが必要。そのた

めには，まずは先生方がゆとりを

もって指導できるような教育環

境の整備が必要。 

 

１件 

御意見の順位は，世界経済フォーラ

ムが 2017 年に発表したジェンダー・

ギャップ指数の「教育到達度」のこと

であるかと思います。本記述は，つく

ば市男女共同参画に関する市民意識

調査の結果に基づいております。しか

し，分かりにくい表現であったため，

文言を追加修正いたします。 

（修正の内容参照） 

 

  8 

基本目標 1（4）国際的な男女共

同参画の動向理解 の項目で，情

報収集は在住外国人からではな

く国連やネットによる検索・調査

などが実際的。当市の外国人が多

い利点は，交流の場を設けて市民

との交流を図ることなどに生か

せると思う。 

 

 １件 

本施策は，本市の特長を活かし，本

市ならではの取組として設けたもの

となっております。 

ＳＤＧｓを始めとした国連の動き

など，国際的な男女共同参画の動向

は，様々な媒体を活用し,引き続き情

報収集しながら，理解促進を図ってま

いります。 

  9 セクハラ・パワハラについて 

・市議会議員対象のセクハラ・

 

 １件 

市職員対象のセクハラ・パワハラ防

止研修や相談窓口の設置はすでに実
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パワハラ防止研修を実施してほ

しい。 

・市職員対象のセクハラ・パワ

ハラ防止研修の実施や相談窓口

の設置はされているか。もし実施

されていないなら実施してほし

い。 

・女性職員の声が反映される職

場になっているか。声をあげにく

い女性職員や立場の弱い非常勤

職員（女性が多数）の声が届くよ

うな職場と市制であってほしい。

特に男性中心の職場では意識的

な注意が必要と思う。 

施しております。 

その他の御意見については,今後施

策を実施する上での参考とさせてい

ただきます。 

10 つくばの企業でも女性役員登

用に向け社員の家事代行サービ

スやソフトが欲しい。 

社員の家事代行サービス業を

民間単独だけの力でなく行政面

からや他社との合同での企業へ

の導入支援が欲しい。 

 

 １件 

市内事業者に対し，労働環境改善の

ための情報提供を行う上での参考と

させていただきます。 

 11 市政における女性の参加推進

のために，審議会等での女性委員

を子育て世代や働いている世代

も参加しやすいように保育の体

制，土日の開催，夜の開催などオ

ープンにして公募していくなど，

女性の構成割合だけではなく誰

でも市政に関心を持っていただ

く仕組みづくりが「審議会の環境

整備」だと思う。 

 

１件 

審議会等の会議を開催する上での

参考とさせていただきます。 

 12 ＤＶ（配偶者・パートナー）に

恋人も入れてほしい。また，被害

者の保護に対する保護体制の整

備推進と合わせて，根絶のために

は加害者の男性に対する治療・相

談体制も必要と思う。 

 

 １件 

「パートナー」には，恋人も含まれ

ていると考えておりますが，「配偶者

・パートナー等」に修正いたします。 

（修正の内容参照） 

加害者への対応については，今後施

策を実施する上での参考とさせてい

ただきます。 

13 「性的指向や性同一性障害」は 2 件 本計画では，国の第 4次男女共同参
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もっと広く「ＬＧＢＴ」という言

葉に置き換えたほうが良い。 

画基本計画における表現に従い，「性

的指向」及び「性同一性障害」を用い

ることといたします。 

14 「性に関する差別の解消」とい

うよりは「多様な性」を認め合え

るように啓発や支援を行うこと

が必要と思う。 

 

１件 

性に関する差別や偏見を解消する

ことにより，多様な性を認め合えるこ

とにつながると考えております。 

 

○  指標一覧 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

 指標一覧の中で，セミナー参加

者の数には「男・女（みんな）の

つどい」の参加者は含まれている

か。 

また，セミナー参加者の本計画指

標 2022 年度は「男 100 人・女 500

人」となっているが，男女比は半

々とすべき。すぐには難しいとし

たらせめて１対２位にしてほし

い。「男女共同参画」の問題は，

多くは男性の意識と教育，社会構

造や古い慣習，女性の自立を阻む

社会的経済的要因が大きく，セミ

ナーやつどいには意識的に男性

の参加を追求すべき。 

 

  １件 

 

指標一覧のセミナー参加者の数に，

男女共同参画会議（男・女（みんな）

のつどい）の参加者は含まれておりま

せん。 

セミナー参加者の男女比率に偏り

がないことが理想的ですが，まずは着

実に目標達成を目指します。 

また，内容，日程なども考慮し，男

性も参加しやすいセミナーの企画に

努めてまいります。 

 

 

 

○  第５章 推進体制 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

 「女性センター」を作ってほし

い。東京都などの例を参考にし

て，女性に関する図書や資料・相

談窓口・研修・会議・スポーツな

どあらゆる女性にかかわる女性

の為の総合施設として，中心部

（たとえば西武デパートの跡地

利用）にあると利用しやすい。 

 

  １件 

 

男女共同参画社会を推進していく

ために，拠点施設の整備は重要な課題

であると認識しております。市民の皆

様が使いやすい，市民総合活動センタ

ーとして，複合的な施設の整備を検討

してまいります。 

 

  2 

 

「市民総合活動センター」の名

称を，「つくば市男女共同参画総

合センター」で計画を進めてほし

 

  １件 

 

施設の名称は未定ですが，男女共同

参画に関することだけではなく，市民

の皆様が使いやすい複合的な施設の



 - 7 -

い。「男女共同参画」が市政の基

本だと思う。 

整備を検討してまいります。 

 

 

○  その他 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

  1 

 

 「男・女（みんな）のつどい」

の名称を変えてほしい。「男・女」

と，先に男が書かれている名称は

いかがなものかと言う議論があ

る。 

 

  １件 

 

次年度以降，変更する予定です。 

 

■ 修正の内容 

 

○  第２章 男女共同参画を取り巻く現状 について 

修正前 修正後 

P９ 

■平成 23（2011）年 「UN Women」発足 

女性と女児に対する差別の撤廃や女性の

エンパワーメントに取り組む組織として

平成 22（2010）年の国連総会決議により設

立された「UN Women」が発足しました。 

P９ 

■平成 23（2011）年 「UN Women」発足 

女性と女児に対する差別の撤廃や女性の

エンパワーメントに取り組む組織として

平成 22（2010）年の国連総会決議により設

立された「UN Women」が発足しました。 

■平成 27（2015）年 「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」採択 

国連総会において採択された「2030 アジェ

ンダ」の中で，経済・社会・環境などの開

発問題に対応するための 17 のゴール（持

続可能な開発目標

Sustainable Development Goals: ＳＤＧ

ｓ）のひとつに，「ジェンダー平等と女性

・女児のエンパワーメント」が掲げられま

した。 

P20 

（１）男女の地位の平等に対する意識 

次のページに示すとおり，「家庭生活」や

「職場」など，様々な場面での男女の地位

に関し，「男性の方が非常に優遇されてい

る」と「どちらかといえば男性の方が優遇

されている」を合わせた「男性優遇」とす

る回答が「女性優遇」の回答を圧倒してい

P20 

（１）男女の地位の平等に対する意識 

次のページに示すとおり，「家庭生活」や

「職場」など，様々な場面での男女の地位

に関し，「男性の方が非常に優遇されてい

る」と「どちらかといえば男性の方が優遇

されている」を合わせた「男性優遇」とす

る回答が「女性優遇」の回答を圧倒し上回
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ます。また，5 年前の平成 23 年の調査にお

ける「男性優遇」の回答と比較すると，「家

庭生活」「学校教育の場」「政治の場」「地

域活動の場」「法律や制度」「社会全体」

の項目については，下表に示すとおり，今

回の調査のほうが回答割合は大きくなっ

ており，男女の地位の平等感について,意

識の上での停滞や後退がみられます。 

 

っています。また，5 年前の平成 23 年の調

査における「男性優遇」の回答と比較する

と，「家庭生活」「学校教育の場」「政治

の場」「地域活動の場」「法律や制度」「社

会全体」の項目については，下表に示すと

おり，今回の調査のほうが回答割合は大き

くなっており，男女の地位の平等感につい

て,意識の上での停滞や後退がみられ増え

ています。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが，審議会にて意見が出た

ため，修正が適当と判断しました。） 

P39 

仕事と生活の調和のために，労働時間の

短縮や柔軟な勤務体制，育児や介護の休業

制度の整備などが必要と考える人が多く

いますが，事業所側の取組には停滞感も見

られることから，今後も情報提供や啓発な

どの事業所に対する働きかけを継続する

ことが大切となっています。 

P39 

仕事と生活の調和のために，労働時間の

短縮や柔軟な勤務体制，育児や介護の休業

制度の整備などが必要と考える人が多く

いますが，事業所側の取組には停滞感も見

られることから，今後も情報提供や啓発な

どの事業所に対する働きかけを継続する

ことが大切となっています。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが，内容を分かりやすくす

るため，修正が適当と判断しました。） 

 

○  第３章 計画の基本的な考え方 について 

修正前 修正後 

P44 

目標１ 男女共同参画社会の基盤整備 

男女共同参画社会づくりを目指し計画を

開始してから 20 年が経過し，市民の意識

には，進展しているものや停滞を示すもの

など，様々な様相が見られ，本市における

男女共同参画社会の基盤整備は，道半ばの

状況です。 

P44 

目標１ 男女共同参画社会の基盤整備 

男女共同参画社会づくりを目指し計画を

開始してから 20 年が経過しましたが，市

民の意識の変化には，進展しているものや

停滞を示すものなど，様々な様相が見ら

れ，本市における男女共同参画社会の基盤

整備は，道半ばのともいえる状況です。 

（パブリックコメントの意見によるもの

ではありませんが，内容を分かりやすくす

るため，修正が適当と判断しました。） 
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○  第４章 施策の展開 について 

修正前 修正後 

P52 

【２】男女共同参画意識醸成のための教育

の充実 

学校教育の場は， 

P52 

【２】男女共同参画意識醸成のための教育

の充実 

市民意識調査の結果では，学校教育の場

は， 

P57（脚注） P57（脚注） 

(10)市職員の人材育成については，「つくば

市職員人材育成基本方針」，「つくば市特

定事業主行動計画」及び「つくば市におけ

る女性職員の活躍の推進に関する特定事

業主行動計画」により推進しています。 

 

○  配偶者・パートナー等の記述 について 

修正前 修正後 

P３ 

配偶者等 

P45 

 配偶者 

P59 ２行目・７行目 

 配偶者等 

17 行目 

 夫・パートナー 

P３ 

配偶者・パートナー等 

P45 

配偶者・パートナー等 

P59 ２行目・７行目 

配偶者・パートナー等 

P59 17 行目 

 夫配偶者・パートナー等 

 


